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あんこう網漁業 

 
１ 漁業種類 
あんこう網漁業 

２ 操業区域 
佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 

３ 操業期間 
１月１日から１２月３１日まで 

４ 許可の有効期間 
令和２年７月１日から令和４年６月３０日まで 

５ 許可隻数 
２８隻以内 

６ 許可の対象 
(1) 新規許可は原則として認めない。ただし、廃業による許可枠に残枠が生じた場合、有
明海区漁業調整委員会に諮り、かつ、新規許可をしても漁業調整上支障がないと認めら
れるときは、この限りでない。 

 (2) 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者。 
 (3) 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者。 
 (4) 漁業法（昭和２４年法律第２６７号 平成３０年１２月１４日改正公布）第４１条第
１項第１号から第５号までのいずれにも該当しない者。 

 (5) 適切な資源管理を実践できる者。 
 (6) 漁業の生産力の向上に努めようとする者。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第１号 
 
 佐賀県有明海区における第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場について、漁
業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 
 
昭和４８年 ９月 ８日 
昭和５６年１０月 ５日一部改正 
平成 ５年 １月２０日一部改正 
令和 ３年 ２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 第１種区画漁業権漁業に基づくのり養殖施設の周囲５０メートル以内の区
域には当該漁業権者あるいは入漁権者以外は立入ってはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 

２ 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第１種区画漁業
権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メートル、９０
メートル（１００間、５０間）の大船通し、大潮通しの区域内においてはの
り養殖業の操業期間中は操業してはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 
３ 指示の期間は、令和３年２月４日から令和５年８月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５１号 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県
有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐
賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
 令和３年３月２２日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 
 
点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場
境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された
有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 
点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 
点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 
点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 
点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 
点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 
点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 
点ク 亀瀬灯標 
点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 
点コ 夜灯鼻灯台 
 
２ 指示の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５２号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで
ない。 
  
 令和３年５月１８日 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏   

 
１ アゲマキの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和３年６月１日から令和４年５月３１日までとする。 
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 令和３年８月３日　第２２期第５回佐賀県有明海区漁業調整委員会資料
 令和３年８月１６日　第２２期第２回佐賀県連合海区漁業調整委員会資料
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 令和３年８月３日　第２２期第５回佐賀県有明海区漁業調整委員会資料



 

継 続 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 
      提案議題（要望事項） 

佐賀県連合海区漁業調整委員会 
 
 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 
 
ミニボートによる危険行為の防止について（案） 

 
内  容 
 
 規制緩和により免許・登録が免除された連続最大出力が 1.5kW（2.039 馬力）の推進機関
を有する長さ３ｍ未満の船舶、いわゆるのミニボートは、海上交通の基本的ルールすら知
らない利用者が、耐航性や他船からの視認性が低いという特性を認識しないまま沖合への
出航や夜間航行、船舶の輻輳する港の周辺での遊漁を行っており、操業や漁船の航行に多
大な支障が生じています。 
 海上保安庁が取りまとめたミニボートの事故発生状況をみると、平成２２年から２７年
は年間５０隻前後の発生であったものが２８年以降増加に転じ、直近の令和元年には９０
件と倍増しております。 
 このため、全国各地で定期的に安全講習会を開催されているとともに、ミニボート販売
時に「ミニボート安全ハンドブック」を同封するなどの普及活動を積極的に実施されてい
るものと認識しております。 
 しかしながら、コロナ禍を受けて、海洋性レジャー人口が増加していること、気候変動
に伴う天候急変による海難事故の増加が懸念されることから、さらなる普及活動の徹底と
安全対策上の制度創設が必須と認識しております。 
 つきましては、海面における海難事故を防止し、人命の安全を守るため、次の事項を要
望いたします。                                  
                                         
  
 １ ミニボート利用者に安全講習会の受講を促すとともに、ミニボート販売業者にも購
買者に受講を促すよう引き続き強く働きかけること。 

 
 ２ 衝突事故防止のため目印となる旗やレーダー反射板などの安全装備を必置するよ
う、引き続き業界に強く働きかけるとともに、購買者等への普及啓発を強化すること。 

               
 ３ ミニボート所有者の登録と保険（特に遭難救助費用を対象）加入をセットとした制
度を創設すること。 
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 令和３年８月１６日　第２２期第２回佐賀県連合海区漁業調整委員会資料
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調査地点 調査月日 調査実施者 採捕個数 底質

A 25 砂まじり泥

B 50 砂まじり泥

C 50 砂

D 50 砂まじり泥

175 -

A 21 砂まじり泥

B 20 砂まじり泥

C 25 砂

D 20 不明

86 -

261 -合計

令和３年度ウミタケ調査操業結果（ネジ棒）

6月14日

6月16日

小計

小計

①
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調査地点 調査月日 調査実施者 採捕個数 生息密度(㎡) 底質

A 200 20～30 砂まじり泥

B 302 - 砂まじり泥

C 180 20～30 砂まじり泥

D 180 30～50 泥

E 300 - 砂まじり泥

1,162 - -

A 195 20～30 砂まじり泥

B 212 - 砂まじり泥

C 200 30～40 砂まじり泥

D 180 30～50 泥

E 280 - 砂まじり泥

1,067 - -

A 205 30～40 砂まじり泥

B 325 - 砂まじり泥

C 180 40～50 砂まじり泥

D 180 20～30 泥

E 260 - 砂まじり泥

1,150 - -

A 195 20～30 砂まじり泥

B 350 - 砂まじり泥

C 190 40～50 砂まじり泥

D 180 20～30 砂まじり泥

E 310 - 砂まじり泥

1,225 - -

A 180 20～30 砂まじり泥

B 370 - 砂まじり泥

C 200 40～50 砂まじり泥

D 180 30～50 砂まじり泥

E 280 - 砂まじり泥

1,210 - -

5,814 - -

② 6 0～1 砂まじり泥

③ 0 - 泥・ヘドロ

④ 6月18日 A 0 - 砂まじり泥

6月20日 C

令和３年度ウミタケ調査操業結果（簡易潜水器）

小計

6月17日

6月18日

①

小計

6月20日

小計

6月21日

小計

6月22日

小計

中計

47



6月21日 0 - 泥・ヘドロ

6月22日 0 - 泥

⑥ 6月22日 0 - 泥

⑦ 6月20日 0 - 泥・ヘドロ

⑧ 6月18日 C 0 - 砂まじり泥

⑨ 0 - 砂殻混じり

⑩ 0 - 砂まじり泥

⑪ 0 - 殻混じり

⑫ 6月18日 0 - 砂まじり泥

5,820 - -合計

6月17日

D

A

⑤
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